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公害関係法令は、表1のとおり法律・道条例・市条例の三段構えになっており、それぞれ公害

の種類ごとに特定施設を定め、届出義務等の規制を行っています。

各種の特定施設を有する事業主は、表2の事由等が生じたときに届出が必要となります。

特定施設を有する工場等を新設又は移転する場合は、各種法律・条例に規定する「特定施設設

置届出」と江別市公害防止条例に規定する「工場等設置許可申請」(水銀排出施設及びダイオキシ

ン類排出施設以外)が必要です。

それぞれの届出期限は

・特定施設設置届出書:設置着手の30~60日前など(各種法律・条例により異なります)

・工場等設置許可申請書:工場設置工事着手の概ね30日前まで

となっています。

また、騒音規制法・振動規制法では、くい打ち等の特定建設作業についても届出の対線となっ

てぃます。この場合の「特定建設作業実施届出の届出期限は作業実施の7日前までです。

各特定施設(特定建設作業)の詳細、届出書の作成方法等については

江別市役所生活環境部環境室環境課環境保全係

〒067-0051 江別市工栄町14番地の3

FAX 01卜382-7240T肌 011-381 1019

までお問い合わせください。

◆注意事項

「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「北海道公害防止条例」儁重音・振動以タ"及び「ダイオ

キシン類対策特別処措法」に基づく各種届出については

北海道石狩振興局保健環境部環境生活課地域環境係

〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階

TEI 011一器卜41Π(内線34-37D FAX

T乱 01卜204-5822 (直通:地域環境係)

まで、直接提出することになっています。

01卜232-" 56



【表1 公害関係法令の特定施設】

法・条例
法

種類

ばい煙

揮発性

有機化合物

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設

大気汚染防止法に定める揮発性有機化合

物発生施設

大気汚染防止法に定める一般粉じん発生

施設

大気汚染防止法に定める特定粉じん発生

施設

大気汚染防止法に定める水銀排出施設

粉じん

水

律

汚

銀

騒

水

北海道

公害防止条例

ぱい煙発生施設

水質汚濁防止法に定める特定施設

振

騒音規制法に定める特定施設

悪

動

ダイオキシン類

江別市

公害防止条例

ぱい煙発生施設

振動規制法に定める特定施設

臭

粉じん発生施設

【表2 届出が必要となる事由】

事 由

特定施設を有する事業場の設置・移転

特定施設の設鐙(新設)

特定施設の設置(既設)

特定施設の構造あるいは使用方法の変更

氏名等の変更(氏名、社名、事業場名、住所等)

特定施設の使用廃止

特定施設の承継(相続、合併、譲渡、借受等)

特定施設の数の変更

騒音・振動防止の方法の変更

事故があった場合

ダイオキシン類対策特別措置法に定める特

定施設

粉じん発生施設

汚水等排出施設

騒音発生施設

振動発生施設

汚水等排出施設

悪臭発生施設 悪臭発生施設

騒音発生施設

関係法・条例

江別市公害防止条例

すべての法・条例

すべての法・条例

すべての法・条例

すべての法・条例

すべての法・条例

すべての法・条例

騒音規制法・振動規制法

騒音規制法・振動規制法

すべての法・条例

音



2.江別市公害防止条例に基づく届出提出の流れ

0}1:場等股侃(存転)詐可",訪杵 1第】号様式】

朴定施股をイi寸るⅢ業場を般雌ヌは移転tる場介は、当該工俳許コ:前に礎出L、詐河を受けるι要ポあ"ま,.

充成刷出枇許可"1制俳股侃又は珍詮、1:水許'1:岫

〔第1号蝶式)までに市瓜境課<挫出 f第3号様式)

(2)"定皐般Uまい"i・粉じん・騒音・!匹奥発生施般)

①許定匙設設赴"出俳 1ば、、煙・粉じん(第5曝,様式)、朽水弊{妨6号様式)、騒仟(笊7"様代}、感臭{第8号嫌式}】

特定施設を般候,る扱合け、当該上Ⅲ着 1:日よ"30Ⅱ以前に繍H1が"要で寸'.

特定応設股机設皿ι事詐工Πの諦"前
箸工

刷川俳までに市黛境解へ投出

('1;H1杵般IHnから30n 以内)

●ヰキ竃施般榊迭変史届出1舮 11土い煙・粉じん〔第5号様式)、巧水葬(第6号様式)、騨斤(第71」様式)、恕奥f第81,様式)1

特定施設の種類・数・牌造・使用方注・公害防止b怯・Ⅲ業内容等に窒史が乍司'る瑚介は,当諒,1;垪許工H上町30n以前に局出が"典で吋'.

特定施股投解変史工事着τ日の30n油 受取後.30日を縄過しなければ柵造窒更
杵τ ーーーーーー^

{挫剛変更}届出俳までに市環境課へ捉出 X1ネ計画変吏等はできません。(沙2)

密 査

回・回・
許可俳交付

」

③氏名等変更届出書 1第10号様式1

{2}Φにおいて柘出られた届出書の氏名・住1所反び水業場の名卿・1所在地に変砥が島うた場合は、当駿変史11から30Ⅱ以内に肺出が'.優でt.

氏帛埣変吏届出"変匹日から30日以内に
^

(第」0牙様式)州卯境課へ提出

受取1牛交1・1 密

3

@特定施設使川廃止応川俳 1第U号楳式】

伐〕Φにおいて品出られた特定施設の使用を廃止Lた場合1才、当肱廃止日から30"以内に応川が必斐です。

使用廃止局出古廃止"から30"以内に
ーーーーーー^

(第Ⅱ号様式)市環脆課へ提出

完硫後15n以内に

市肌境課へ疑出

受峨後、30nを経過Lなければ設凪

又は計血変史等けでき生せん.{注1〕

査 」_

受取書交付

●特定施設承継届出糊 1排12号様式1

(2)Φに粉いて届出られた特定施般を譲椎・借受・棚桜・台併Lた場介は、"誠承雄臼から30"以内に"Ⅱ1がι腫で,,

承縦届出書承継日力、ら30日以内に
・^

{第12路様式】市瓜境課へ提出

ト両変堤戈け計而廃ル命令

審

参考】法律及ぴ北海道公害防止条例に基づく特定施設届出の流れ

*大気汚染防止法(一般粉じん以外)、水質汚湯防止怯、北海道公害防止条伊Ⅱばい煙・粉じん・汚水等・悪奥)及び

ダイオキシン麺対挑特別措低法に係る特寔施設の設低・変更届出は、工着工の60日前までに、

また、氏名変吏等その蚫の届出については、事実発生日から30日以内に、

北海道石狩振興局へ2部【業場の控えを含まない。)提出する二ととな0ていま寸。

*大気汚染防止法(一般粉じん)に係る特定施設の設置・変更届出書は、工事着工前までに、

また、氏名変更等その他の届出にういては、事実発生日から30日以内に、

北海道石狩振興局へ2部{事業堀の控えを含まない。}提出することとな0ています

*騒音規制注、振動規制法及び北海道公害防止条例(騒音・振動)1こ係る特定施設の設低・使用・変更届出書は、

工事工の30日前までに、また、氏名変更等のその他の届出にういては、

事実発生日から知日以内に江別市環境解へ1部f事業場の控えを含まない。)提出する二ととなうています

査 」_

冠戌

検賓認定俳交付

t届Ⅱ1書提:"nから】5n以内)

@.1【堀等事故郁告俳【第13趾様式1

那故・破Ⅲ弊の,1【故による公害の発生、父は、発,kする恐れが生じた場合け、1此ちに届出が'、妾でt

1:場等水敞都11゛杵
14ちに市環境燥へ提出 ・^・

〔第1311犠式)

戸偲

受取

受取

受取一ーーー^

受娘

侠州1則姑

ーー・^・ 充成

計血変史又は計1師廃11二命令

ι妾な措殴の●令

_」

住拡声般送1田出排 1第14号様式1

言業衣伝を旧的として拡声畝送を行う場介ほ、応出が必要ヤ,。

拡川敏送屈出俳
市環境課へ提出 ーーーーーー^

f第14号様式)

{詫1}

ただし、繍出内奔が扣当

で帛る巴きは、朔岡を恒i橋

tる二とができ主t.

(注2】

ただし、届川内奔が扣当

で島るときけ、畑1叫を短縮

tることができま寸



3 法令に定める特定施設の詳細

ばい煙発生施設等

①一1 大気汚染防止法(ぱい煙発生施設)

ボイラー(熱風ボイラーを含み,熱源として位気又は廃

.,のみを使用するものを除く。)

水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び

加熱炉

.、料の燃焼能力が重油換一時問当たり五0りツト

レ以上であること。

料として使用する石炭又はコークスの処理能力が

日坐たり二0トン以上であるか、又はバーナーの燃

の燃焼能力が重油換算一時間当たり五0りツトル

以上であること.

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する熔焼料の処理能力が時問当六りトン以上であるこ

、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び蝦焼炉(ーと。

の項に掲げるものを除く。)

属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、

炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並び

に一四の項及び二四の項から二六の項までに捉げるもの

を除く。)

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱

処理の用に供する加熱炉

石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の

用に供する加熱炉

八

入の二

石油の精製の用に供する流動接触分解装砥のうち触媒再

生塔

石油ガス洗浄装匿に附属する硫黄回収装匿のうち燃焼炉

九

0

窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉

無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉

(カーポンプラック製造用燃焼装皿を含む。)及び直火

炉('六の項に掲げるものを除く。)

乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)

製銑、製鋼又は合金鉄若しくは力ーバイドの製造の用に

供する皿気炉

廃簗物焼却炉

(令和5年3月7日現在)

流容が三0キロアンペア以上であること。

料として使用する燐鉱石の処理能力が一時問当た

り八0キログラム以上であるか、パーナーの燃料の燃

能力が重油換算一時問当たり五0りツトル以上で

あるか、又は変圧器の定格容母が二00キロポルトア

ンペア以上であること。

熱面積が一0平方メートル以上であるか、又はポン

プの動力がーキロワット以上であること.
原料の処理能力が一時問当たり八0キログラム以上

であるか、火格子面積が一平方メートル以上である

か、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重沈換算時間

当たり五0りツトル以上であること。

,格子面粧(火格子の水平投影面赦をいう。以下同

じ。)が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積

(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた

部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0 ・五平方

メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が

重油換算一時問当たり五0りツトル以上であるか、又

は変圧器の定格容1正が二00キロポルトアンペア以

上であること。

媒に附着する炭棄の燃焼能力が一時問当たり二0

キログラム以上であること.

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時問当たり

六りツトル以上であること。

火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナー

の燃料の燃焼能力が重油換算時問当たり五0りツ

トル以上であるか、又は変圧器の定格容が二00キ

ロボルトアンペア以上であること。

、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焔焼炉、焼結炉(ペ

レット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、

炉、溶解炉及び乾燥炉

カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供す

る乾燥施設

素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

塩化第一鉄の製造の用に供する溶解楴

八

九

性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用

に供する反応炉

ヒ学製品の製造の用に供する塩棄反応施設、塩化水素反

応施設及び塩化水素吸収施設(塩棄ガス又は塩化水素ガ

スを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉

式のものを除く、)

アルミニウムの製錬の用に供する低解炉

、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として

鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設,

縮施設、焼成炉及び溶解炉

変圧器の定格容がー、 000キロポルトアンペア以

上であること.

火格子面積が一平方メートル以上であるか、又は焼却

力が一時問当たりーキログラム以上であるこ

と。

原料の処理能力が一時問当たり0・五トン以上である

、、火格子面積が0 ・五平方メートル以上であるか、

、、口面断面菰が0 ・二平方メートル以上であるか、又

はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時問当た

り二0りツトル以上であること。

が0・一立方メートル以上であること。

弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施

(密閉式のものを除く。)

トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使

用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及

び焼成炉

原料として使用する塩棄(塩化水棄に商つては塩棄換

算)の処理能力が一時問当たり五0キログラム以上

であること。

ゞーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時問当たり

ーリットル以上であること。

料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素

量)の処理能力が一時問当たり五0キログラム以

上であること。

六
七

五
六
七



硫酸の製造の用に供する亜硫酸ガス冷却洗浄施設及び吸収

設

油精製又は石油製品の製造の用に供する揮発油、灯油、

油及び棡滑油洗浄施設並びにガス廃棄施設

コークスの製造の用に供する乾りゅう炉及び分離施設(コ

クス炉からタール及びガス液を分離するものに限る。)

ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設

アルミニウム、ニッケル、銅、鉛、亜鉛又は水銀の製練の用アルミニウムの製錬の用に供する電解炉にあっては、
流容が30キロアンペア未満であること。に供する処解炉

ゞーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時問当たりの第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、

0りツトル以上であるか、又は変圧器の定格容量が若しくは線の製造の用に供する溶解炉

0キロポルトアンペア以上であること。

パーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり菩電池の製造の用に供する溶解炉

リットル以上であるか、又は変圧器の定格容1丑が

0キロポルトアンペア以上であること。

母が0・一立方メートル以上であるか、バーナーの

,料の燃焼能力が重油換算一時問当たり四りツトル

X上であるか、又は変圧器の定格容量が二0キロボル

トアンペア以上であること。

酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施酸を合成し.漂白し、又は濃縮する能力が一時間当

」り一00キログラム以上であること。

料の処理能力が一日当たり_:0トン以上であるこ

と。

,料の燃焼能力が重油換算一時問当たり五0りツト

ル以上であること.

,料の燃焼能力が重油換算一時問当たり三五りツト

レ以上であること。

-0

系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及

、乾燥施設

一七

ーハ

ー'九

コークス炉

①一2 大気汚染防止法(揮発性有機化合物発生施設)

ガスターピン

ーイーゼル機関
ガス機関

ガソリン機関

揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供す

る乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下

同じ。)

塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)

三途装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及ぴ電着塗装に係るものを除

く。)

四印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘署シート、はく陛紙又

は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の

用に供する乾燥施設

五接着の用に供する乾燥施酘(前項に掲げるもの及ぴ木材又は木製品

(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)

六印刷の用に供する乾燥施酘(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)送風機の送風能力が一時問当たり七、000立方メートル

以上のもの

送風機の送風能力が一時間当たり二七、000立方メート七印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)

ル以上のもの

ハエ業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の

において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾面積が五平方メートノレ以上のもの

燥施設を含む。)

九ガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・ハ度において蒸気圧が容がー、000キロリットル以上のもの

二0キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及

ぴ浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除0

^ー'

送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあう

ては、排風機の排風能力。以下同じ。)が一時間当たり三、

000立方メートル以上のもの

排風機の排風能力が一時問当たり一00、000立方メー

トノレ以上のもの

送風機の送風能力が一時間当たり一0、000立方メート

ル以上のもの

送風機の送風能力が一時間当たり玉、000立方メートル

以上のもの

北海道公害防止条例

2

アンモニア又はアンモニア系肥料の製造の用に供する合成

設

酸質肥料の製造の用に供するガス洗浄施設(原料として

鉱石を使用するものに限る。)

乗又はその化合物の製造の用に供する電解施設及び吸収吸収施設にあっては、原料として使用する塩素(塩化

設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り.素にあっては、塩乗換算)の処理能力が1時問当

こり50キログラム未満であること。閉式のものを除く。)

弗素又はその化合物の製造の用に供する吸収施設及び反応酸の製造の用に供する吸収施設にあっては、伝熱面

が10平方メートル末満であるか、又はポンプの動力設(密閉式のものを除く。)

勺キロワット未満であること。

3

送風機の送風能力が一時問当たり一五、000立方メート

ル以上のもの

4

二



③江別市公害防止条例

(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第噐9号)第2条に規定する施設に該当するものを除く。)

項 施設 規模

1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上60りツトル未満の
、、、源として爪気又は廃熱のみを使ものに隈る。

用するものを除く。)

燃料を使用する施設(熱源とし 燃料の燃焼能力が重油換算1時問当たり25リットル以上50りツトル米満のも
て負t気を使用するものを除く。) の、火挌子面稜が0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの又は羽口面断
あって次に掲げるもの が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満のものに隈る。
住)加熱炉

捻)溶融炉

(3)直火炉

(4)乾燥炉

廃棄物焼却炉

2

3

Ⅱ 粉じん発生施設

①大気汚染防止法

*一般粉じん発生施設

、動機の定格出力が一五キロワット以上であること。

コークス炉

物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は

土石の堆積場

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又は

セメントの用に供するものに隈り、密閉式のものを除

<。)

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供す

るものに隈り、温式のもの及び密閉式のものを除く。)

、るい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに隈

り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

火挌子面積が1平方メートル以上2平方メートル朱満のもの又は

1時問当たり100キログラム以上200キログラム未満のものに隈る。

*特定粉じん発生施設

綿用機械 動撥の定格出力が三・七キロワット以上であること.

合機 動機の定格出力が三・七キロワット以上であること.

織用機械 動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。

断機 原動機の定格出力が二・ニキロワット以上であること。
磨機 原動機の定格出力が二・ニキロワット以上であること。

動機の定格出力が二・ニキロワット以上であること。削用機械

砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が二・ニキロワット以上であること。

プレス(剪断加工用のものに限る。) 動機の定格出力がーニ・ニキロワット以上であること。

孔機 動機の定格出力がーニ,ーキロワット以上であること。

考この表の中棚に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に隈り、湿式のもの及び密閉式のも
のを除く。

②北海道公害防止条例

原料処理能力が一日当たり五0トン以上であること。

面積がー、 000平方メートル以上であること。

'ルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又は

ゞケットの内客稜が0・0三立方メートル以上である
こと。

動機の定格出力が七五キロワット以上であること。

焼却能カカ

原材料等匿場(鉱物及び士石の堆積場を除く.)

ベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを
、<。)

面精力勺.000平方メートル以上であること。

物、土石又はセメントの用に供するものにあっては、

ベルトの幅が75センチメートル未満であるか、又はバケ

ツトの内容積が0.03立方メートル未満であること。

砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供す動機の定格出力が75キロワット未満であること。
るものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

、るい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに隈原動機の定格出力が15キロワット米満であること。
り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

分級機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに隈

り、湿式のもの及び密閉式のものを除く.)

セメントサイロ及びセメントホッパー(セメント製品の

製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

=

一
=

六
七
入
九
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粉機(食料品の製造の用に供するものに限り、密閉式

のものを除く。)

式繊維板製造施設及び削片板製造施設並びにチッパ

(木材、木製品又は家具製造の用に供するものに限

る。)

合施設及び調合施設並びに包装施設(農薬の製造の用

に供するものに限る。)

ミキシングロール(ゴム製品の製造の用に供するものに

る。)

9

10

③江別市公害防止条例

項

2

施設

鉱物(コークスを含む。)又は土
の堆稙場

石材加工の用に供する施設であっ

次に掲げるもの

n)切削機

佗)研摩機

捻)ブラスト

木材加工の用に供する施設であっ

次に掲げるもの

Ⅱ)帯のこ盤

佗)丸のこ盤

捻)かんな盤

動機の定格出力が7,5キロワット以上であること。

ツパーにあっては、原動機の定格出力力陀.部キロワッ

ト以上であること。

Ⅲ水銀排出施設

①大気汚染防止法

規模

面積力巧00平方メートル以上1.000平方メートル未満のものに限る。

原動機の定格出力が、 2.25キロワット以上のものに限る

令別表第一のーの項に掲げるポイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換
一時問当た0-0万りツトル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)

令別表第一のーの項に掲げるポイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であ
つて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であ
コて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)

令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であ
つて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第一次精錬(鉛合金の製造を含ま
ない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措訂法施行令(平成十一年政令第四百一十三号)別表第
の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
令別表第一の三の項から五の項まで1一掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供する
もの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く.)

令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃1一関する法律(昭和四十五年法律第百三十
号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に隈る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
(昭和四十六年政令第百号以下廃棄物処理法施行令という)第七条第号、第五号、第八号、第十号、

十一の二号、第十二号若しくは第十二の_号に掲げる施設であコて、火格子面積が一平方メートル以上であるか、
キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、しくは焼却能力が一時問当たり

廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原抽を原料とする精製工程から排出された廃油以
外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
廃棄物処理法施行令第六条第項第号ホ(2)若しくは同令第六条の五第号チの規定により水銀を回収すること
とされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条第二項に
規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設{一限る。)

原動機の定格出力が,2.25キロワット以上のものに隈る。



Ⅳ水質汚濁施設

①水質汚濁防止法

一鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

イ選鉱施設

口選炭施設

ハ坑水中和沈でん施設

二掘削用の泥水分麟施設

ーの二畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつ

て、次に掲げるもの

イ豚房施設(豚房の総面積が五0平方メートル朱満の

Ⅲ業場に係るものを除く。)

口牛房施設(牛房の総面積が二00平方メートル未満

の事業場に係るものを除く。)

ハ馬再施設(馬再の総面積が五00平方メートル未満

の事業場に係るものを除く。)

一畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

イ原料処理施設

口洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ湯煮施設

水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ
るもの

イ水産動物原料処理施設

口洗浄施設

ハ脱水施設

二ろ過施設

ホ湯煮施設

四野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供

する施設であつて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設

ハ圧搾施設

二湯煮施設

五みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、

ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次

に掲げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設

ハ湯煮施設

二濃縮施設

ホ精製施設

へろ過施設

小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
^

ノ、

七砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設(流送施設を含む。)

ハろ過施設

一分離施設

ホ精製施設

ハパン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する

穎製あんの沈でんそう

九米菜製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

十飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ搾汁施設

二ろ過施設

ホ湯煮施設

へ蒸留施設

十一動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施

設であつて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設

ハ圧搾施設

一真空'縮施設

ホ水洗式脱央施設

十二動柏物油脂製造業の用に供する施設で島つて、次に掲

げるもの

イ原料処理施設

口洗浄施設

ハ圧搾施設

二分離施設

十三イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ
るもの

イ原料処理施設

口洗浄施設

ハ分離施設

十四でん粉又は化工でん粉の型造業の用に供する施設で

あつて、次に掲げるもの

イ原料漫せき施設

口洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ分霞施設

二渋だめ及びこれに類する施設

十五ぶどぅ糖又は水あめの製造業の用に供する施設であ

つて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口ろ過施設

ハ精製施設

十六麺類製造業の用に供する楊煮施設

十七豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

十ハインスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

十八の二冷凍調理食品契造業の用に供する施設であつて、

次に掲げるもの

イ原料処理施設

口湯煮施設

ハ洗浄施設

十八の三たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に相

げるもの

イ水洗式脱央施設

口洗浄施設

十九紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に

供する施設であつて、次に拐げるもの

イまゆ湯煮施設

口副蚕処理施設

ハ原料浸せき施設

二精練機及び精練そう

ホシルケツト機

へ漂白機及び漂白そう

ト染色施設

チ薬液透施設

りのり抜き施設

十洗毛業の用に供する施設であつて、次に捉げるもの

イ洗毛施設

口洗化炭施設

二十一化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲

げるもの

イ湿式紡糸施設

ロリンター又は未精練繊維の薬液処理施設

ハ原料回収施設

二十一の二一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供す

る湿式バーカー

二十一の三合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

二十一の四パーテイクルポード製造業の用に供する施設

であつて、次に掲げるもの

イ濁式バーカー

口接着機洗浄施設

二十二木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲

げるもの

イ湿式バーカー

口薬液透施設

二十三パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設

であつて、次に掲げるもの

イ原料浸せき施設

口湿式バーカー

ハ砕木機

二蒸解施設



ホ蒸解廃液濃縮施設

ヘチツプ洗浄施設及びハルプ洗浄施設

ト漂白施設

チ抄紙施設(抄造施設を含む)

リセロハン製膜施設

ヌ湿式繊維板成型施設

ル廃ガス洗浄施設

二十三の二新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供す

る施設であつて、次に掲げるもの

イ自動式フイルム現像洗浄施設

口自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

二十四化学麗料製造業の用に供する施設であコて、次に掲

げるもの

イろ過施設

口分厩施設

ハ水洗式破砕施設

二廃ガス洗浄施設

、湿式集じん施設

二十五削除

二十六無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲

げるもの

イ洗浄施設

口ろ過施設

ハカドミウム系無機頗料製造施設のうち,遠心分艇機

二群青製造施設のうち、水洗式分別施設

ホ廃ガス洗浄施設

二十七前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業
の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イろ過施設

口遠心分離機

ハ硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

二活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設

ホ無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

へ青酸製造施設のうち、反応施設

トよう棄製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設

チ海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設

リバリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

ヌ廃ガス洗浄施設

ル湿式集じん施設

十ハカーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供す

る施設であつて、次に掲げるもの
イ温式アセチレンガス発生施設

口酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施

設

ハポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアル

コール蒸留施設

ニアクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設

ホ塩化ビニルモノマー洗浄施設

ヘクロロプレンモノマー洗浄施設

二十九コールタール製品製造業の用に供する施設であつ
て、次に掲げるもの

イペンゼン類硫酸洗浄施設

口静置分離器

ハタール酸ソーダ硫酸分解施設

三十発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業
を除く。)の用に供する施設であつて,次に掲げるもの
イ原料処理施設

口蒸留施設

ハ遠心分離機

二ろ過施設

三十ーメタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次

に掲げるもの

イメチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、

蒸留施設
ロホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

ハフロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

一十有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設

であコて、次に掲げるもの

イろ過施設

口顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設

ハ遠心分艇機

二廃ガス洗浄施設

三十三合成樹脂製造業の用に供する施設であつて,次に掲

げるもの

イ縮合反応施設

口水洗施設

ハ遠心分離機

二静置分離器

ホ弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸

留施設

ヘポリプロピレン製造施設のうち、熔剤蒸留施設

ト中圧怯又は低圧法によるポリエチレン製造施設のう

ち、溶剤回収施設

チポリプテンの酸又はアルカリによる処理施設

リ廃ガス洗浄施設

ヌ湿式集じん施設

三十四合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲

げるもの

イろ過施設

口脱水施設

ハ水洗施設

ニラテツクス濃縮施設

ホスチレン・ブタジエンゴム,ニトリル・ブタジエン

ゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静価

分睡器

三十五有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて,次

に掲げるもの

イ蒸留施設

口分離施設

ハ廃ガス洗浄施設

三十六合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次1一掲

げるもの

イ廃酸分離施設

口廃ガス洗浄施設

ハ湿式集じん施設

三十七前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は

石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他

の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘

導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)

の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ洗浄施設

口分離施設

ハろ過施設

ニアクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸

留施設

ホアセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テ

レフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、

蒸留施設

ヘアルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリ

による処理施設

トイソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設

及び硫酸濃縮施設

チエチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造

施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設

り二ーエチルヘキシルアルコール又はイソプチルアル

コールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設

ヌシクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリ

による処理施設

ルトリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造

施設のうち、ガス冷却洗浄施設

ヲノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカ

りによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設

ワプロピレンオキサイド又はプロピレングリコールの

けん化器

カメチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施

設

ヨメチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち,

反応施設及びメチルアルコール回収施設

タ廃ガス洗浄施設

三十八石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

イ原料精製施設

口塩析施設

十八の界面活性剤製造業の用に供する反応施設(ー・四



ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装価を有しないもの

を除く。)

三十九硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

イ脱酸施設

口脱臭施設

四十脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

四十一番料製造業の用に供する施設であつて、次に捉げる

もの

イ洗浄施設

口抽出施設

四十ニゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設で

あつて、次に掲げるもの

イ原料処理施設

口石灰づけ施設

ハ洗浄施設

四十三写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施股

四十四天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次

に掲げるもの

イ原料処理施設

口脱水施設

四十五木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

四十六第二十八丹から前号までに掲げる亭業以外の有機

化学工業製品製造業の用に供する施設であつて,次に掲

げるもの

イ水洗施設

口ろ過施設

ハヒドラジン製造施設のうち、'縮施設

一廃ガス洗浄施設

四十七医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

イ動物原料処理施設

口ろ過施設

ハ分離施設

二混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を

混合するものに限る。以下同じ。)

ホ廃ガス洗浄施設

四十八火薬製造業の用に供する洗浄施設

四十九農薬製造業の用に供する混合施設

五十第条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の

用に供する試薬製造施設

五十一石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する

施設であつて、次に捉げるもの

イ脱塩施設

口原油常圧蒸留施設

ハ脱硫施設

二揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

ホ潤滑抽洗浄施設

五十一の二自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの

製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防

振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板

製造業の用に供する直接加硫施設

五十一の三医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム

手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に

供するラテツクス成形型洗浄施設

五十'皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げる

もの

イ洗浄施設

口石灰づけ施設

ハタンニンづけ施設

ニクロム浴施設

ホ染色施設

五十三ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設

であつて、次に掲げるもの

イ研嘩洗浄施設

口廃ガス洗浄施設

五十四セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次

に掲げるもの

イ抄造施設

口成型機

ハ水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

五十五生コンクリート製造業の用に供するパツチヤープ

ント

五十六有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

五十七人造黒鉛皿極製造業の用に供する成型施設

五十八窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供

する施設であつて、次に掲げるもの

イ水洗式破砕施設

口水洗式分別施設

ハ酸処理施設

二脱水施設

五十九砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ水洗式破砕施設

口水洗式分別施設

六十砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

六十一鉄鋼業の用に供する施設で商つて,次に掲げるもの

イタール及びガス液分艦施設

ロガス冷却洗浄施設

ハ圧延施設

二焼入れ施設

ホ湿式集じん施設

六十二非鉄金属製造業の用に煥する施設であコて,次に拐
げるもの

イ還元そう

口電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

ハ焼入れ施設

二水銀精製施設

ホ廃ガス洗浄施設

へ湿式集じん施設

六十三金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を

含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ焼入れ施設

口電解式洗浄施設

ハカドミウム電極又は鉛電極の化成施設

一水銀精製施設

ホ廃ガス洗浄施設

六十三の二空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施
設

六十三の三石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗

浄施設

六十四ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設

であつて、次に掲げるもの

イタール及びガス液分離施設

ロガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

六十四の二水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十

七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用

水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十

四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家

用工業用水道(同法第一十一条第一項に規定するものを

いう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げる

もの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル

朱満の事業場に係るものを除く。)

イ沈でん施設

口ろ過施設

六十五酸又はアルカリによる表面処理施設

六十六屯気めつき施設

六十六のニエチレンオキサイド又はー・四ージオキサンの混

合施設(前各号に該当するものを除く。)

六十六の三旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十

八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)

をいう。)の用に供する施設であコて、次に掲げるもの

イちゆう馬施設

口洗濯施設

ハ入浴施設

六十六の四共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第

百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)

1一設皿されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総

床面積(以下単に「総床面積」という。)が五00平方

メトル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の五弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆ

う扇施設(総床面積が三六0平方メートル未満の事業場

に係るものを除く。)

六十六の六飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるもの

を除く。)に設椴されるちゆう拐施設(総床面積が四

r
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平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の七そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その

他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次

号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう扇施設(総

床面積が六三0平方メートル米満の事業場に係るものを

除く。)

六十六の八料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他

これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又

は客にダンスをさせるものに設霞されるちゆう募施設

(総床面積がー、五00平方メートル来満の事業場に係

るものを除く。)

六十七洗濯業の用に供する洗浄施設

六十八写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄

施設

六十八の二病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)

で病床数が三00以上であるものに設置される施設であ

つて、次に掲げるもの

イちゆう房施設

口洗浄施設

ハ入浴施設

六十九と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

六十九の卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十

五号)第条第項1〒規定するものをいう。以下同じ。)(主

として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の

卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市

場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水

産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に

対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であ

つて、次{一掲げるもの(水産物に係るものに隈り、これ

平方メートル未満の事業場に係らの総面積が

るものを除く。)

イ卸売場

口仲卸売場

七十廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る怯律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四

号に規定するものをいう。)

七十の二自動車特定整備事業(道路運送車両怯(昭和二十

六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをい

う。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の

総面積が八00平方メートル米満の事業場に係るもの及

び次号に捉げるものを除く。)

七十一自動式車両洗浄施設

七十一の二科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)

に関する研究、試験、検査又は専門教奇を行う事業場で

環境省令で定めるものに設匿されるそれらの業務の用に

供する施設であつて、次に掲げるもの

イ洗浄施設

口焼入れ施設

七十一の三般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に

関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第

一項に規定するものをいう。)である焼却施設

七十一の四産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第十五条第項1゛規定するものをいう。)の

うち、次に掲げるもの

イ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四

十六年政令第一百号)第七条第一号、第三号から第六

号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、

国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定

する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四

条第六項ただし番の規定により同項本文の許可を受け

ることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただ

し霄の規定により同項本文の許可を受けることを要し

ない者を除く。)をいう。)が設置するもの

口廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第

十号から第十三号までに掲げる施設

七十の五トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又

はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するも

のを除く。)

七十一の六トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又

はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを

除く。)

七十二し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項

の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が

五00人以下のし尿浄化槽を除く。)

七十三下水道終末処理施設

七十四特定事業場から排出される水(公共用水域に排出さ

れるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを

除く。)

北海道公害防止条例

屎尿施設(動物の飼養又は収容の用

に供するものに限る。)

③江別市公害防止条例

材、木製品又は家具の製造の用に

する湿式ドラムバーカー及び砕

機

(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3月に規定する公共下水道の同条第7号に規定する排水区域内の

規模施設項

自動車燃料小売業及び自動車整原動機を用いる移動式洗車機に限る。

業の用に供する車両洗浄施設

し尿浄化槽

1

製場等に関する法律(昭和23年法律第N0号)第9条第1項の規定により

知事が指定する区域(以下この表において「指定区域」という。)にあって

は豚(生後6箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。) 50頭以上

又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。) 5,000羽以上、

定区域以外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏1万羽以上を飼養又は収

する施設に係るものであること。

2

ガラス、又はガラス製品の製造業

に用いる施設

写真製版に用いるジンク版洗浄

設

石材加工の用に供する施設であ

つて次に掲げるもの

(1)切削機

(2)研摩機

固定式のものであって、原動機の定格出力が、2,25キロワット以上のもの

に限る。

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第噐条第1項の表に規定する

定方法により算定した処理対象人員301人以上501人末満のものに限る。



V 騒音発生施設

①騒音規制法

金属加工機械

イ圧延機械(原動機の定格出力の合計がニニ・五キロワット以上のものに限る。)

口製管機械

ハベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定挌出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)

液圧プレス(矯正プレスを除く.)

ホ機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに隈る.)

へせん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに隈る。)

ト鍛造機

チワイヤーフォーミングマシン

リプラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)

ヌタンプラー

ル物断機(といしを用いるものに限る。)

空気圧縮機(一定の隈度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が七・五キロワット以二

上のものに限る.)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

=土石用又1才鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

四織機(原動機を用いるものに限る、)

五建設用資材製造機械

イコンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容ξ0・四五立方メートル

以上のものに限る。)

ロアスファルトプラント(混練機の混練重 t oo

キログラム以上のものに限る。)

穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格ノ、

出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

七村オ加工機械

イドラムバーカー

ロチッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに隈る。)

ハ砕木機

一帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものに南つては原動機の定格出力が二・二五キロワ

ツト以上のものに限る。)

ホ丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワ

ツト以上のものに限る。)

へかんな盤(原動機の定格出力が二・ニニ五キロワット以上のものに隈る。)

八抄紙機

九印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

-0 合成樹脂用射出成形機

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

動機の定格出力が3.75キロワット以上であること

び加庄能力が294キロニュートン以上であること。

動機の定格出力が3.75キロワット以上であること

動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

北海道公害防止条例

金属の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

川圧延機械

②製管機械

保)ベンディングマシン(ロール式のものに隈る.)

(4j 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

愉機械プレス

倒せん断機

m 鍛造機

圧縮機(一定の限度を超える火きさの騒音を発生しないものとし

て知事が指定するものを除く。)及び送風機

動機の定格出力の合計が詑.5キロワット以上であるこ

と.



業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい

分級機

設用資材の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

"コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。

のアスファルトプラント

用製粉機(ロール式のものに限る。)

の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

原動機の定格出力が、 0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに隈る。

原動機の定格出力が、 2.25キロワット以上のものに隈る。

ドラムパーカー

チッノ、ー

砕木機

帯のこ盤

御丸のこ盤

{田かんな盤

機

刷機械(原動機を用いるものに限る。)

口成樹脂用射出成形機

型造型機(ジョルト式のものに限る。)

原動機の定格出力が、 2.25キロワット以上7.5キロワット未満のものに限る。

③江別市公害防止条例

動機の定挌出力力打.5キロワット以上であること。

項

機の混練容母力{0.45立方メートル以上であること。

機の混練重母力陀00キログラム以上であること。

動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

施設

金属加工の用に供する施設であって次

に掲げるもの

(1)旋盤

(2)平削盤

怜)形削盤

(4)高速切断機

(5)研摩機

村オ加工の用に供するであって次

掲げるもの

n)帯のこ盤

(2)丸のこ盤

動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。

、動機の定格出力が製材用のものにあっては15キロワッ

ト以上、木工用のものにあっては2.25キロワット以上で

ること。

動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。

規模

原動機の定格出力が、 3.75キロワット以上のものに限る。

【3)かんな盤

石材加工の用に供する施設であって次

掲げるもの

Ⅱ)切削機

(2)研摩機

縮機及び送風機

原動機の定格出力が製材用のものにあっては、フ.5キロワット以上15キロワット

未満、木工用のものにあっては、 0,花キロワット以上2.25キロワット未満のものに

る。

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく指定区域(第4種区域を除く。)であって、工場等の敷地内で

う作業の内、次に掲げる機械のいずれかを使用するものに限る。

住)チエンソー

【2)ワオークリフト

(3)ブルドーザー

姓}発電機

{5}クレーン車

1
2
3
4

9
 
0



Ⅵ振動発生施設

①振動規制法

金属加工機械

イ液圧ブレス(矯正プレスを除く。)

口機械プレス

ハせん断機(凉動機の定格出力がーキロワット以上のものに隈る。)

二鍛造機

ホワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る.)

圧縮機(一定の厩度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のも

のに限る。)

土石用又1ユ鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに隈る。)

織機(原動機を用いるものに隈る。)

コンクリートブロックマシン(原動機の定挌出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリー

ト柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一0キロワット以上のものに限る。)

村オ加工機械

イドラムバーカー

ロチッパー(原動機の定挌出力が二・ニキロワット以上のものに隈る。)

印刷機械(原動機の定格出力が二・ニキロワット以上のものに限る.)

ゴム練用又は合成樹脂練用の口ール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三0キロワット以上のものに限る。)

合成樹脂用射出成形機

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

②北海道公害防止条例

属の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

Ⅱ)液圧プレス(矯正プレスを除く。)

②機械プレス

御せん断機

④髮班機

恂ワイヤーフォーミングマシン

縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないも

として知事が指定するものを除く。)

心分離機

業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、

、るい及び分級機

機

コンクリート製品の製造の用に供する施設であって、次に

げるもの

Ⅱ)コンクリトブロソクマシン

促)コンクリート管製造機

(3)コンクリート柱製造機

W)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラント

を除く。)

オの加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

原動機の定格出力が1キロワット以上であること。

原動機の定格出力が訂.5キロワット以上であること。

動機の定格出カカロ.5キロワット以上であること。

ωドラムバーカー

伽チッパー

刷機械

ゴム練用又は合成樹脂用の口ール機仂レンダーロール機を

<.)

口成樹脂用射出成形機

型造型機(ジョルト式のものに限る。)

動機の定格出力が3,フキロワット以上であること.

動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

動機を用いるものであること。

原動機の定格出力の合計が2.9キロワット以上であること。

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上であること。

動機の定格出力の合計が10キロワット以上であること。

練機の混練容 to.45立方メートル以上であること。

動機の定格出力力包,2キロワット以上であること。

動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

動機の定格出力が30キロワット以上であること.

二

三
四
五

六

七
八
九
十



Ⅶ悪臭発生施設

①北海道公害防止条例

Ⅱ)動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、

次に掲げるもの

(ア)飼料施設

(イ)屎尿施設

⑦記料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

ん菜糖の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設

ヨ料又は肥料(化学製品を除く。)の製造の用に供する

料置場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設及ひ靴燥

ん粉の製造の用1一供する廃液貯りゅう沈でん施設

ゞルプ、紙又ιよ紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(

ロータンクを含む。)、薬液回収施設及び廃液貯りゅう

でん施設

ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設及び焼却施設

②江別市公害防止条例

6

ヒ製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区

(以下この表において「指定区域」という。)にあっては豚(生

6箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又+

(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。) 5,000羽以

、指定区域LX外の区域にあっては豚蹄0頭以上又は鶏1万羽以上を

養又は収容する施設に係るものであること。

項 施設

動物の飼養又は収容の用に供する施設

肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

化製場の用に供する施設であって次に褐げるもの

Ⅱ)皮革製造施設

他)油脂製造施設

(3)にかわ製造施設

(4)血液処理施設

(5)羽毛処理施設

と畜場の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1)解体施設

(2)汚物処理施設

パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する蒸解

(ブロータンクを含む。)薬液回収施設及び廃液貯りゅ

う沈でん施設

規模

都拡f画法(B爵叫3堀去律第100号)第7剣こ規定する市街化区域に

つては、豚5卿1上、鶏50判X上又は牛5頭レ1上、市街イ■周整区域にあっ

は、腕0頭以上、鶏500羽以上又は牛10別X上を飼養し、又は収容し得

こ隈る。

塗装製品の加工業の用に供する施設であって次に掲

げるもの

n)焼付施設

柁)スプレー施設

ゴミ処理場の用に供する施設であって次に掲げるも

Ⅱ)貯蔵施設

{2}汚物処理施設

水道終末処理施設

し尿処理施設

15

2
 
3



Ⅷダイオキシン類排出施設

①ダイオキシン類対策特別措匿法

*大気基準適用施設

ー^(銑鉄の製造の用に供するものに隈る。)の製造の用に供する焼

結炉であって、原欝k力処理能力が→寺,胡当たりートン以上のもの

製鋼の用に供する口凱炉住掬又1#^の製造の用に供するものを除^^

<。)であって、変圧器の定格容レ、(Xン)キロポルトアンペア以上

のもの

亜鉛の回収側鋼の用に供する甜凱炉から発生する1凱心んであって、

集じ^により染められメこものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する

熔焼炉一、^炉、溶釧JP-、溶解炉及て購繰炉ーマテあって、原郭kD処理能力が

・→1寺P司当たり0・五トン以上のもの

四アルミニウム合金の製造暢科としてアルミニウムくず(当該アルミニ

ウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じた

ものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する熔焼炉、溶解炉及

て陣を^'であって、焔焼炉及て陣^ーにあって1ネ原叢W^カカι・◆靜品

当たり0・五トン以上のもの,

溶解炉にあってι才容【ートン以上のもの

五廃熟勿焼却Hア、マ!あって、火床匝瀬暁熟勿の焼お舵設にコス上の廃熟勿

焼司舮力雫如されている場合にあっては,それらの火床面積の合計)力ξ0・

五平方メートル以上又1ネ焼剖糀力^の畑11鰹受1こーレ1上の廃棄物焼

郵炉力葉窒電されている場合にあっては、それらの焼苅幣ヒ此力の合計)が一11寺

間当たり五0キログラム以上のもの

イろ過加毅

口廃ガス洗浄施設

寸・ー・ハ・十八ージクロロー五・十五ージエチナレー五・十五ージヒドロジイン

ドロ住・ニーb :三・ニ'-m]トリフェノジオキサジン偶11名ジオキサ
^゛

ジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)

の製造の用に,tずる施設のうち、次に掲げるもの

イニトロイヒ誘導体分離^ぴ還玩^分離加殿

ロニトロイ^浄施設及ぴ還π翻導体洗浄鰹受

ハジオキサジンハイオレット洗浄施設

二熱圃蕨繰懲叟

十ニアルミニウム又はその合金の製造の用に供する焔焼炉一、熔解炉又ι才齡繰

炉から発生するガスを処鰹する茄搬のうち、次に掲げるもの

イ廃ガス洗浄欄毅

口湿式染じん怒受

十三範鉛の回収幽鋼の用に心ギする智輿炉から発生するし*心んであって、

染じんオ幾により集めら才υこものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する

施設のうち、次に掲げるもの

イ精製舵搬

口廃ガス洗浄加穀

ハ湿王凱じん加殻

'四担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ

灰を添加して焔焼炉、マ!処理する方法及びアルカリにより抽出する方怯仇准

炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する舶殿のう

ち、次に掲げるもの

イろ過概窒

口精製概受

ハ廃ガス洗浄施設

十五別表第一第五号に掲げる^から発生するガスを処理する加殿

のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼芦舮において生ずる灰の貯留焼殿で

あって汚水又1ネ廃液を排出するもの

イ廃ガス洗浄施設

口湿式渠じん施設

十六廃熟勿の処理及て凡青枠に関する法律樹〒令(昭和四十六年政令第三百号)

第七条第十二号の二及ひ第十三号に掲げる舶搬

寸七フロン類(特定物質等の規帶幣によるオゾン層の{呆護に関する法律施行

令(平成六年政令第,三百八号)別表第→D→D項、=の項及び六の項に掲げ

る特定物質をいう。)の破壊(プラスヤを用いて破壇する方怯その{也環境省

令で定める方法によるものに限る。)の用に"W'る加殺のうち、次に掲げる

もの

イプラスヤ反応加搬

口廃ガス洗浄舶毅

ハ湿式渠じん施設

十八下水道終末処理施設俸^jから前号まで及て欣号に掲げる舶殿に係る

汚水又1才廃液を含む下水を処理するものに隈る.)

十九第^から第十七号までに掲げる欄酘を る工場又は尊^から排

出される水(第一剛巧第→→二号までに掲げる施設に係る汚司階しくは廃液

又は当該汚水若しく1ば廃液を処理したものを含むものに隈り、公共用司厳に

排出されるものを除く。)の処理葹設徹丹に掲げるものを除く。)

*水質基準対象施設

る^Uレプψラフトパルフ)又1ば亜奇承彭ゞルプ(サルファートパル

ニカの製造の用に,じずる塩素又1ば塩棄化合物による漂白加殿

ーカーバイド怯アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄舶殿

=引^リウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄欄毅

四アルミナ^の製造の用に心燭、る施設のうち、廃ガス洗浄施設

五担体付き剛鰈の製造(塩素又{才塩素化合物を使用するものに隈る。)の

用に供する焼成炉から発生するガスを処理する加殺のうち、廃ガス洗浄施

設

六塩化ピニJレモノマーの製造の用に心判'る^化エチレン洗浄施設

七カプロラクタムの製造(塩イヒニトロシルを使用するものに限る。)の用

に供する加殻のうち、次に掲げるもの

イ噸§濃縮旛史

ロシクロヘキサン分離施設

ハ廃ガス洗浄施設

ハクロロベンビン又はジクロロベン、セ'ンの製造の用に供する施設のうち、

次に掲げるもの

イ水洗施設

口廃ガス洗浄施設

九四ークロロフタノ預制く素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次

に掲げるもの

イろ過松疉

口軸繰魅受

ハ廃ガス洗浄施設

十二・三ージクロロ^・四ーナフトキノンの製造の朋に1共'する施設のう

ち,次に掲げるもの

三




